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                                                                  押印省略 

                                              公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 

                                               川     崎     北     支     部  

                        

一歩先のハラスメント対策を考えるワークショップ 

～ 健全で持続可能な職場環境づくりのために ～ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

日頃より当協会支部の活動に際し、ご理解ご協力を賜りまして厚く御礼を申し上げます。 

さて、この度首題の通り、職場でのハラスメント未然防止についての講習会を開催する運びとなりました。 

連日、ハラスメントに伴う被害、加害事案が報道されておりますが、「労働施策総合推進法」通称パワハラ防止法が 

2020年 6月に施行されているにも関わらず、職場をはじめとした「いじめや嫌がらせ」に関する相談は、年々増加傾向 

にあります。 

職場のハラスメントは職場の生産性を損ねるだけでなく、各企業の対応姿勢に就いても一石を投じられます。 

健全な職場環境を構築し、作業効率向上、如いては各企業の業績向上にも繋げるため、当講習会をご活用頂く様、 

ご参加をお願い申し上げます。 

                                                                  敬具 

 

記 

 

１．日時：令和 ６年 １月２３日(火) 

          午後 1時 30分より（開場は午後 1時 30分から）午後１６時３０分 

２．場所：高津市民館 第４会議室  

川崎市高津区溝口１―４―１ ノクティ２ 11階 

        電話番号：044-814-7603 

３．講師 

    社会保険労務士 菊川 洋平 様 

４．内   容： 

（１）ハラスメントの事前知識 （１０分） 

① ハラスメントの定義 

② ハラスメントの種類 

③ 職場で多い、パワハラの定義と分類 

（２）職場でハラスメントが発生する背景・原因（１０分） 

（３）職場でハラスメントが発生した場合の一般的な対応（１０分） 

（４）職場でハラスメントが発生した場合の影響（１０分） 

（５）職場のハラスメントの一般的な予防法(10分) 

    ・・・・・・休憩 10分・・・・・・ 

 



（６）ハラスメントに関するワークショップ（９０分） 

① 人財価値の再認識と経営資源化への再考 

② 時間外行事等の職場外におけるハラスメント対策への水平展開 

（７）質疑応答（１０分） 

（８）アンケート記載（２０分） 

 

５．対象者：代表者、役員、労務管理者、担当者などハラスメント対策の責任者、推進者  

 

６．定員：４０名（定員になり次第締め切りますので、早目に申し込み願います。） 

 

７．受講料：１名につき   会 員 ５,０００円（テキスト代・税込み） 

（協会会員の方は、ＮＥＴ申込しますと３００円割引になります。） 

                  非会員 ７,０００円（テキスト代・税込み） 

        ※講習会当日欠席及びキャンセルの場合、受講料は返金致しませんのでご了承下さい。 

 

８．申込方法；必ず電話にて事務局（TEL０４４－８５０－８６２１）へ予約して下さい。 

申込みは先着順の受付とし、定員になり次第締切とさせていただきます。 

予約申込みが済みましたら、申込書を（必要事項を記入）『ＦＡＸ』もしくは『Ｅメール』 

にてご配信願います。ネット申込の場合は、直接当支部ホームページ「ＮＥＴ申込」 

からお申込みください。その後、受講料を、銀行振込または、現金書留でお支払い下さい。 

送金期限は、１月１２日（金）必着となります。             

 

受講票は、受講日の１週間前までに『ＦＡＸ』もしくは『Ｅメール』にて事務局より送信いたします。 

※電話予約をせずに受講料を支払われた場合は、無効となります。ご注意下さい。 

 

◎銀行振込の場合振込み先 

     横浜銀行 溝口支店 普通口座 ６０３５０４３ 

公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 川崎北支部 原  徹 宛 

※振り込み手数料は、貴社にてご負担下さい。 

※受講料の領収証は発行いたしませんので、銀行での振込みされたご利用明細をご使用下さい。  

※インボイス対応の領収証が必要な方は、ご連絡下さい。当日受付の際お渡しいたします。 

 

◎現金書留の場合郵送宛先  

    公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 川崎北支部事務局 宛 

〒21３-0002 川崎市川高津区二子５－２－５ 第１井上ビル２F C号室 

ＴＥＬ ０４４－８５０－８６２１ ＦＡＸ ０４４－８５０－８６４１ 

※領収証を送付いたしますので、８４円切手貼付の返信用封筒をご同封願います。 

 

 

 

 

 



９．そ の 他  

（１）期限内に入金されない場合は、キャンセルとなる場合があります。 

（２）申込書は、判読できない場合がありますので、楷書でご記入ください。 

（３）筆記用具をご持参ください。 

（４）受講票を『Ｅメール』で送信いたしますので、メールアドレスをお持ちの方は必ずお書き下さい。 

（５）講習会場へは公共交通機関でお越しください。 

（７）講習会場は原則飲食禁止となっておりますので予めご了承下さい。 

（８）講習会の欠席及びキャンセルの連絡は、講習会開催日の４日前１５時までにご連絡ください。 

それを過ぎてからの欠席及びキャンセルは、受講料の返金はいたしませんので、ご注意ください。 

（９）川崎市の条例により、建物内及び敷地内とその周辺は、全面禁煙です。 

（10）講習時又は建物内の、マスクの着用は個人の判断でお願いします。ご理解・ご協力お願いいた 

します。 

    なお、換気等で室内が寒くなる場合がありますので、体温が調節できるよう準備お願いいたします。 

                                                            

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

川崎北支部宛 （ＦＡＸ ０４４－８５０－８６４１）      

       （Ｅメール kawakita@roaneikyo.or.jp）     

 

一歩先のハラスメント対策を考えるワークショップ申込書 

 

開催日 令和 ６年 １月２３日(火) 

場  所 高津市民館 第 4会議室 

 

フ    リ    ガ    ナ 

氏         名 
役 職 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらかに○を願います      非 会 員  ・  会 員（会員№             ） 

事 業 所 名            

所    在    地 
〒 

連絡担当者氏名            
Ｔ Ｅ Ｌ 

 

 
 

所 属  ＦＡＸ       

Ｅ メ ー ル ア ド レ ス   

受講料お支払いについて、下記にご記入願います                          該当するところに○で囲んでください 

  名分        円を令和  年  月  日 
銀行振込         現金書留       

川崎北支部持参 

提出いただいた個人情報については、当支部が責任を持って管理・保管し、本研修会の的確な実施のみ利用

させていただきます。 


